
届出人が本人又は同一世帯以外の場合、別紙委任状が必要になります。

【転出する方】

以下の質問に はい か いいえ で必ずお答えください。

  はい・いいえ

  はい・いいえ

  はい・いいえ

  はい・いいえ

※全てが はい の場合は特例転出となります。

①この転出届

②本人確認書類　マイナンバーカード・運転免許証・在留カード等のコピー

③四万十町から発行しているもの　保険証や印鑑登録証等

※ 国民健康保険や後期高齢者医療等は、特例を除いて転出と同時に資格がなくなります。

④返信用封筒　前住所または新住所・氏名を書いて切手を貼ったもの

※ 特例転出を希望する方は返信用封筒は不要です。

転出証明書は約1週間程度で返送、特例転出は処理完了後に電話連絡を行います。

  ・マイナンバーカードの有効期限が切れていない。

  ・マイナンバーカードの一時停止手続きを行っていない。

  ・マイナンバーカードを所持している。　 郵送で送っていただくもの
                                                       TEL：0880-22-3117

                                               四万十町役場町民課　戸籍・住民票係

                      〈宛先・問い合わせ先〉  〒786-8501　高知県高岡郡四万十町琴平町16-17 

  ・転出から30日経過していない、及び転入から14日以上経過していない。
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